
議第２０号

岡山県教育委員会規則等の一部改正について

このことについて、別紙案により改正いたしたい。

令和４年３月１８日

岡山県教育委員会教育長

鍵 本 芳 明



R4.3.18　教育委員会資料

改 正 す る 規 則 等 主 な 改 正 内 容 頁

①岡山県立学校の管理運営に関する規則
（平成13年岡山県教育委員会規則第2号）

1

②岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通
学区域に関する規則
（昭和30年岡山県教育委員会規則第13号）

4

③岡山県立高等学校転入学に関する規程
（昭和63年岡山県教育委員会訓令第1号）

5

④岡山県立中学校、高等学校及び中等教育学校の通
学区域に関する規則実施細則
（昭和41年岡山県教育委員会告示第10号）

6

⑤教育職員の免許状に関する規則
（昭和36年岡山県教育委員会規則第10号）

教育職員免許法施行規則改正関連
（R4.4.1施行）
普通免許状の取得に必要な単位につい
て、ＩＣＴ活用指導力の習得のため「教
科及び教職に関する科目」が新設された
ことに伴い、所要の改正を行う。

7

改 正 す る 規 則 等 主 な 改 正 内 容 頁

①岡山県教育委員会文書規程
（平成8年岡山県教育委員会訓令第3号）

15

②岡山県教育委員会表彰規則
（昭和36年岡山県教育委員会規則第11号）

20

③岡山県教育財産管理規則
（昭和42年岡山県教育委員会規則第11号）

21

④岡山県教職員健康診断審査規則
（平成6年岡山県教育委員会規則第12号）

22

改 正 す る 規 則 等 主 な 改 正 内 容 頁

①岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規
程
（昭和32年岡山県教育委員会規則第1号）

公印の縮小刷り込みを可能とする条項を
追加する改正を行う。

23

②岡山県教育委員会職員安全衛生管理規程
（平成6年岡山県教育委員会訓令第1号）

全ての県立学校に産業医が配置されたこ
とに伴い、健康管理医に係る規定を削除
する改正を行う。

24

３　その他

令和３年度末教育委員会規則等改正一覧

１　国の法令改正に伴う所要の改正

２　岡山県庁文書規程（知事部局所管）の改正に伴う所要の改正

民法改正関連
（R4.4.1施行）
R4.4.1から成年年齢が20歳から18歳に引
き下げられ、在学中に成年年齢に達する
生徒が発生することから、保護者が行う
こととされている手続について、成年年
齢に達した生徒については本人が行える
ようにする等の改正を行う。

公印の押印を要する文書を必要最小限と
する観点から、施行文書への押印を行わ
ないことを原則とし、その例外として、
押印を要する場合を限定的に示す取扱い
に転換する等の改正を行う。
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・
岡
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学
校
の
管
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運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
県
例
規
集
登
載
）

◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
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岡
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学
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の
管
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運
営
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規
則
の
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。

令
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年
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月

日
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育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
保
護
者
」
を
「
保
護
者
及
び
生
徒
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
保
護
者
又
は
保
証
人
」
を
「
保
護
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
住
民
票
の
写
し
（
保
護
者
の
変
更
の
場
合
に
限
る
）
及
び
在
学
保
証
書
」
を
「
住
民
票
の
写
し
」
に
改
め
る

。
第
二
十
五
条
を
削
り
、
第
二
十
五
条
の
二
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
総
合
的
な
探
求
」
を
「
総
合
的
な
探
究
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
在
学
保
証
書
は
、
保
証
人
と
連
署
し
て
当
該
生
徒
が
提
出
す
る
も
の
と
し
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
」
を
「
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
及
び

」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
中

｢

岡
山
県
立
勝
山
高
等
学
校

白
雲
寮

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
一
四
一

男
子

三

（
蒜
山
校
地
に
限
る
）

女
子

三

岡
山
県
立
真
庭
高
等
学
校

や
ま
な
み
寮

真
庭
市
中
島
一
四
三

男
子

一
六

白
梅
寮

真
庭
市
落
合
垂
水
一
〇
六
四

女
子

四
四

｣

を
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｢

岡
山
県
立
勝
山
高
等
学
校

白
雲
寮

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
一
四
一
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蒜
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三
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一
六
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寮
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庭
市
落
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水
一
〇
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四

女
子
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四

岡
山
県
立
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閑
谷
高
等
学
校
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剛
寮
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郡
和
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尺
所
一
五
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子

八

｣

に
改
め
る
。
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関
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を
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施
に
つ
い
て
次
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つ
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て
，
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と
お
り
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に
改
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る
。

様
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二
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第
十
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関
係
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中
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」
を
削
り
、
「実

施
に
つ
い
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次
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」
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つ
い
て
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の
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お
り

」
に
、
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科
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し
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は
科
目
名
，
特
別
活
動
，
自
立
活
動
又
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間

を

3
教
材
の
著
者
，
発
行
所
及
び
価
格

」

「2
教
科
若
し
く
は
科
目
名
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
若
し
く
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間

2
，
，
特
別
活
動
又
は
自
立
活
動

に
改
め
る
。

3
教
材
の
著
者
，
発
行
所
及
び
価
格

」

「2
教
科
若
し
く
は
科
目
名
，
道
徳
，
特
別
活
動
，
自
立
活
動
又
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間

様
式
第
三
号
（
第
十
三
条
関
係
）
中
「印

」
を
削
り
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3
教
材
の
著
者
，
発
行
所
及
び
価
格

」

「2
教
科
若
し
く
は
科
目
名
，
道
徳
，
特
別
活
動
，
自
立
活
動
又
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
総
合
的
な

2
探
究
の
時
間

に
改
め
る
。

3
教
材
の
著
者
，
発
行
所
及
び
価
格

」
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様
式
第
四
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第
二
十
二
条
、
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二
十
八
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関
係
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中
「印
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を
削
る
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様
式
第
五
号
（
第
二
十
三
条
関
係
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削
除
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則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
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前
の
岡
山
県
立
学
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運
営
に
関
す
る
規
則
に
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め
る
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式
に
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は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 等 の 一 部

改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年 岡

山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） 等 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年 岡

山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 保 護 者 」 を 「 保 護 者 （ 成 年 に 達 し た 生 徒 に あ っ て は 、 本 人 。 ） 」 に

改 め る 。

第 四 条 第 一 項 中 「 保 護 者 」 を 「 保 護 者 （ 成 年 に 達 し た 生 徒 に あ っ て は 、 本 人 。 以 下 同

じ 。 ） 」 に 改 め る 。

岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 （ 平 成 十 年 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 五 項 中 「 保 護 者 」 を 「 保 護 者 （ 成 年 に 達 し た 生 徒 に あ っ て は 、 本 人 。 ） 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 立 高 等 学 校 転 入 学 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号

庁 中 一 般

教 育 事 務 所

教 育 機 関

県 立 学 校

岡 山 県 立 高 等 学 校 転 入 学 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 六 十 三 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

第 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 成 年 に 達 し た 生 徒 の 住 所 変 更 に 伴 う 転 入 学 の 許 可 ）

第 三 条 の 二 前 条 の 規 定 は 、 成 年 に 達 し た 生 徒 が 、 住 所 変 更 に 伴 い 転 入 学 の 出 願 を 行

う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 一 項 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第 二

項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 中 「 保 護 者 」 と あ る の は 「 本 人 」 と 、 同 条 第 一 項 第 二 号 中

「 通 学 し て い る 者 の 保 護 者 」 と あ る の は 「 通 学 し て い る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。
附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 実 施 細 則

の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 告 示 第 号

岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 実 施 細 則 （ 昭 和

四 十 一 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 告 示 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

第 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 適 用 ）

第 十 条 成 年 に 達 し た 生 徒 に つ い て は 、 保 護 者 に 係 る 規 定 （ 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定

を 除 く 。 ） に つ い て 、 「 保 護 者 」 を 「 本 人 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 た だ し 、 当 該

規 定 の う ち 、 第 三 条 第 一 項 中 「 保 護 者 又 は 本 人 が 住 所 を 変 更 し た と き は 、 当 該 保 護 者

が 」 と あ る の は 「 本 人 が 住 所 を 変 更 し た と き は 、 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 通 学 し て い る

者 の 保 護 者 」 と あ る の は 「 通 学 し て い る 者 」 と 、 第 四 条 第 一 項 第 三 号 中 「 通 学 し て い

る 者 で 、 保 護 者 」 と あ る の は 「 通 学 し て い る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

様 式 第 二 号 （ 第 二 条 関 係 ） 及 び 様 式 第 七 号 （ 第 七 条 関 係 ） 中

「岡山県立学校長氏 名職印」 を

「岡山県立学校長氏 名」 に 改 め る 。

様 式 第 三 号 （ 第 二 条 関 係 ） 中 「印」 を 削 り 、 様 式 第 四 号 （ 第 三 条 関 係 ） 中 「保護者署

名」 を 「署名」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 告 示 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 岡 山 県 立 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 中 等 教 育 学 校 の 通 学 区 域 に

関 す る 規 則 実 施 細 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す

る こ と が で き る 。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月

日

岡

山

県

教

育

委

員

会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
三
十
六
条
関
係
）

一

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

イ

幼
稚
園
教
諭
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

領
域
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

の
内
容

科
目

科
目
等
又
は

保
育
内
容
の

教
育
の
基
礎

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す

指
導
法
に
関

的
理
解
に
関

る
科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的

す
る
科
目

す
る
科
目

な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

等
に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

幼
児
理
解
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
又
は
教
育

相
談
（
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ

に
関
す
る
基

礎
的
な
知
識

を
含
む
。
）

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

7



幼
稚
園
教
諭

一
種
免
許
状

五

四

二
〇

四

一
〇

一

六

四
五

六

四

一
八

四

九

一

五

四
〇

七

三

一
六

四

八

一

五

三
五

八

三

一
四

三

七

一

四

三
〇

九

二

一
三

三

七

一

四

二
五

一
〇

二

一
一

三

六

一

三

二
〇

一
一

一

九

三

五

一

三

一
五

一
二

一

七

二

三

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

五

三
〇

六

一
三

二

四
五

七

四

二
七

六

一
二

二

四
〇

八

四

二
四

六

一
一

二

三
五

九

三

二
一

五

九

二

三
〇

一
〇

三

一
八

四

八

一

二
五

一
一

二

一
五

三

七

一

二
〇

一
二

二

一
二

三

五

一

一
五

一
三

一

九

二

四

一

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

幼
稚
園
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

二

一
二

三

六

一

六

二
五

四

二

一
〇

三

五

一

五

二
〇

五

二

九

三

五

一

三

一
五

六

一

七

二

三

一

二

一
〇
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備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独

自
に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科

目
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と

す
る
。

二

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
下
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
も
の
の
単
位
は
、
保
育
内
容
の
指

導
法
に
関
す
る
科
目
並
び
に
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。
）
の
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
又
は
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
し
、
幼
児
理
解
の
理
論
及
び
方

法
又
は
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
を
含
む
。
）
の
理
論
及
び
方
法
に
係
る
部
分
の
単
位
は
、
幼
児
理
解
の
理
論
及
び
方
法
並
び
に
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す

る
基
礎
的
な
知
識
を
含
む
。）
の
理
論
及
び
方
法
の
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
以
外

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

内
容

科
目

科
目
等
又
は

各
教
科
の
指

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る

導
法
に
関
す

的
理
解
に
関

科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な

る
科
目

す
る
科
目

学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等

に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

生
徒
指
導
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
、
教
育
相

談
（
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に
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関
す
る
基
礎

的
な
知
識
を

含
む
。
）
の

理
論
及
び
方

法
又
は
進
路

指
導
及
び
キ

ャ
リ
ア
教
育

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

小
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

五

四

二
一

四

一
一

二

五

四
五

六

四

一
九

四

一
〇

二

五

四
〇

七

三

一
七

三

九

二

四

三
五

八

三

一
五

三

八

一

四

三
〇

九

二

一
三

三

七

一

三

二
五

一
〇

二

一
一

三

六

一

三

二
〇

一
一

一

九

二

五

一

二

一
五

一
二

一

七

一

四

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

四

二
九

六

一
三

四

二

四
五

七

四

二
六

五

一
二

三

二

四
〇

八

三

二
三

四

一
〇

三

二

三
五

九

三

二
〇

四

九

三

二

三
〇

一
〇

二

一
七

三

八

二

一

二
五

一
一

二

一
四

三

六

二

一

二
〇

一
二

一

一
一

二

五

一

一

一
五
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一
三

一

八

二

四

一

一

一
〇

中
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

五

一
〇

一
六

四

六

二

四

四
五

六

九

一
四

四

五

二

四

四
〇

七

八

一
三

四

五

二

三

三
五

八

七

一
一

三

四

一

三

三
〇

九

六

一
〇

三

四

一

三

二
五

一
〇

五

八

三

三

一

三

二
〇

一
一

四

七

二

三

一

二

一
五

一
二

三

五

一

二

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

一
〇

二
一

六

四

四

四

四
五

七

九

一
九

六

四

四

四

四
〇

八

八

一
七

五

三

三

三

三
五

九

七

一
五

四

三

三

三

三
〇

一
〇

六

一
二

三

二

二

二

二
五

一
一

五

一
〇

三

二

二

二

二
〇

一
二

四

八

三

二

二

一

一
五

一
三

三

六

二

一

一

一

一
〇

高
等
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

五

一
〇

一
二

四

三

二

八

四
五

六

九

一
一

四

三

二

七

四
〇

七

八

一
〇

四

三

二

七

三
五

八

七

九

三

二

二

六

三
〇
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九

六

七

三

二

一

五

二
五

一
〇

五

六

三

二

一

四

二
〇

一
一

四

五

二

一

一

四

一
五

一
二

三

四

一

一

一

三

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

小
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

二

一
三

三

七

一

五

二
五

四

二

一
一

三

六

一

四

二
〇

五

一

九

二

五

一

三

一
五

六

一

七

一

四

一

二

一
〇

中
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

六

一
〇

三

四

一

四

二
五

四

五

八

三

三

一

三

二
〇

五

四

七

二

三

一

三

一
五

六

三

五

一

二

一

二

一
〇

高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

五

七

三

二

一

八

二
五

四

四

六

二

一

一

六

二
〇

五

四

五

二

一

一

五

一
五

六

三

四

一

一

一

三

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

保
健
の
教
科
に
つ
い
て
の
中
学
校
教
諭

三

六

一
〇

三

四

一

四

二
五

の
一
種
免
許
状

四

五

八

三

三

一

三

二
〇
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五

四

七

二

三

一

三

一
五

六

三

五

一

二

一

二

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独
自

に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

単
位
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ

小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
免
許
教
科
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上

を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
単
位
数
が
十
単
位
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
未
満
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
一
以
上
の
科
目
に
つ

い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
以
上
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
免
許
教
科
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上

を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
単
位
数
が
十
単
位
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
未
満
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
一
以
上
の
科
目
に
つ

い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
以
上
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許

状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ

小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

13



免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
下
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許

状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
科
目
又
は
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
又
は
事
項
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

小
学
校
又
は
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

(イ)

道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動
の
指
導
法
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理
論
及
び
方
法
の
事
項

(ロ)
ロ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

(イ)

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動
の
指
導
法
、
教
育
の
方
法
及
び
技
術
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
教
育
の
理
論
及
び
方
法
の
事
項

(ロ)

五

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法
、
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知

識
を
含
む
。
）
の
理
論
及
び
方
法
又
は
進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法
に
係
る
部
分
の
単
位
は
、
生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法
、
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な

知
識
を
含
む
。
）
の
理
論
及
び
方
法
並
び
に
進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法
の
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

六

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 教 育 委 員 会 文 書 規 程 の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号

庁 中 一 般

教 育 事 務 所

教 育 機 関

県 立 学 校

岡 山 県 教 育 委 員 会 文 書 規 程 （ 平 成 八 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

第 一 条 の 二 第 五 号 を 削 る 。

第 六 条 第 四 号 を 削 り 、 同 条 第 五 号 を 同 条 第 四 号 と す る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 次 に よ り 処 理 し な け れ ば な ら な い 」 を 「 そ の ま ま 主 務 課 に 配 付 し

な け れ ば な ら な い 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 項 た だ し 書 を 次 の よ う に 改 め る 。

た だ し 、 電 報 及 び 書 留 郵 便 物 等 （ 書 留 郵 便 物 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関

す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 九 十 九 号 。 第 三 十 一 条 第 三 項 に お い て 「 信 書 便 法 」 と い

う 。 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 特 定

信 書 便 事 業 者 が 送 達 す る 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 信 書 便 物 （ 第 二 十 条 第 一 項 第 五 号 に お

い て 「 信 書 便 物 」 と い う 。 ） の う ち 書 留 郵 便 物 に 準 ず る 取 扱 い を す る も の と し て 別 に

定 め る も の を い う 。 第 五 項 及 び 第 二 十 条 第 一 項 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） は 、 教 育 政 策

課 に お い て 特 殊 郵 便 等 送 付 簿 （ 様 式 第 一 号 ） に 所 要 事 項 を 記 入 し た 後 、 主 務 課 に 配 付

す る こ と と す る 。

第 十 四 条 第 五 項 中 「 様 式 第 二 号 」 を 「 様 式 第 一 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、

同 条 第 四 項 中 「 に お い て 」 を 「 か ら 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 を 同

条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 多 い 」 を 「 深 い 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条

第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 直 接 主 務 課 へ 送 達 さ れ た 文 書 等 及 び 物 件 は 、 主 務 課 に お い

て 収 受 す る も の と す る 。

第 十 六 条 中 「 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 各 課 に 」 を 「 各 課 に 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 第

十 四 条 第 一 項 第 三 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 」 を 「 第 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 に つ い て は 」

の 下 に 「 、 軽 易 な も の を 除 き 」 を 、 「 収 受 印 」 の 下 に 「 （ 様 式 第 二 号 ） 」 を 加 え 、 同 条 第

二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 前 号 の 収 受 印 を 押 印 し た 文 書 は 、 別 に 定 め る 措 置 を と る も の を 除 き 、 文 書 管 理 台

帳 （ 様 式 第 三 号 ） に 所 要 事 項 を 記 入 す る こ と 。

第 十 六 条 の 二 第 一 項 中 「 利 用 し て 」 の 下 に 「 又 は 光 デ ィ ス ク 等 の 媒 体 に よ り 」 を 加 え 、

同 項 た だ し 書 を 削 り 、 同 条 第 二 項 及 び 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 収 受 し た 電 子 文 書 は 、 軽 易 な も の 又 は 別 に 定 め る 措 置 を と る も の

を 除 き 、 文 書 管 理 台 帳 に 所 要 事 項 を 記 入 し た 上 で 、 前 条 第 三 号 及 び 第 四 号 の 規 定 に よ

り 処 理 す る も の と し 、 そ の 課 の 分 掌 に 属 し な い も の は 、 主 務 課 に 速 や か に 送 付 す る も

の と す る 。

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 収 受 し た 電 子 文 書 を 用 紙 に 出 力 す る 場 合 に お い て は 、 前

条 の 規 定 に よ り 処 理 す る も の と す る 。

第 十 六 条 の 三 を 削 る 。

第 十 八 条 中 「 、 文 書 分 類 記 号 」 を 削 り 、 「 簡 便 な 」 を 「 の 」 に 改 め る 。

第 二 十 条 の 見 出 し 中 「 取 扱 区 分 」 を 「 取 扱 区 分 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 上 部 余 白 」
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を 「 取 扱 区 分 欄 」 に 、 「 特 別 取 扱 区 分 」 を 「 発 送 区 分 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 急 施 を

要 す る も の 至 急 」 を 「 取 扱 い に 注 意 を 要 す る も の 取 扱 注 意 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 を

次 の よ う に 改 め る 。

六 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 文 書 等 の 性 質 、 内 容 等 に 応 じ て 送 達 方 法 に 留 意 す る

必 要 が あ る も の 送 達 に 用 い る 方 法

第 二 十 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 十 三 条 削 除

第 二 十 四 条 中 「 各 班 （ 岡 山 県 教 育 委 員 会 事 務 局 の 組 織 及 び 事 務 分 掌 規 則 （ 昭 和 三 十 一

年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 班 を い う 。 ） に お い て 共 通

し て 利 用 す る 」 を 削 り 、 「 常 に 」 を 「 文 書 管 理 者 に 対 し 、 常 に 」 に 改 め る 。

第 二 十 五 条 第 一 項 中 「 、 完 結 年 月 日 を 記 載 し 」 を 削 る 。

第 三 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 十 条 発 送 文 書 の う ち 、 教 育 長 が 別 に 定 め る も の に つ い て は 、 岡 山 県 教 育 委 員 会 公

印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 定 め

る と こ ろ に よ り 、 公 印 を 押 さ な け れ ば な ら な い 。

第 三 十 一 条 第 四 項 中 「 フ ァ ク シ ミ リ に よ り 発 信 」 を 「 発 送 」 に 改 め る 。

第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 中 「 及 び 契 印 」 を 削 り 、 同 項 た だ し 書 を 削 る 。

第 三 十 一 条 の 三 及 び 第 三 十 一 条 の 四 を 削 る 。

第 三 十 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 十 四 条 中 「 、 文 書 副 管 理 者 に お い て 」 を 削 り 、 「 文 書 分 類 表 」 を 「 岡 山 県 教 育 委

員 会 文 書 保 存 分 類 表 （ 平 成 八 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 二 号 。 こ の 項 に お い て 「 文 書 分

類 表 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

第 三 十 七 条 第 一 項 中 「 を 閲 覧 し 、 又 は 」 を 「 の 」 に 、 「 閲 覧 貸 出 票 （ 様 式 第 十 一 号 ）

に よ り 主 務 課 長 の 承 認 を 受 け 」 を 「 貸 出 票 に 記 載 し 」 に 改 め る 。

第 三 十 八 条 第 一 項 中 「 塗 り つ ぶ し 」 を 「 溶 解 し 」 に 改 め る 。

様 式 第 一 号 を 削 り 、 様 式 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め 、 同 様 式 を 様 式 第 一 号 と す る 。
様式第１号（第14条関係）

様 式 第 一 号 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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様式第２号（第16条関係）

様 式 第 三 号 及 び 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

様式第３号（第16条関係）

様式第４号（第18条関係）

17



-
4

-

様 式 第 五 号 及 び 様 式 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

様式第５号及び様式第６号削除

様 式 第 七 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

様式第７号（第27条関係）
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 訓 令 の 施 行 の 際 、 現 に 使 用 さ れ て い る こ の 訓 令 に よ る 改 正 前 の 岡 山 県 教 育 委 員

会 文 書 規 程 （ 以 下 「 旧 訓 令 」 と い う 。 ） 様 式 第 一 号 に よ る 収 受 印 は 、 当 分 の 間 、 こ の

訓 令 に よ る 改 正 後 の 岡 山 県 教 育 委 員 会 文 書 規 程 様 式 第 二 号 に よ る 収 受 印 と み な す 。

３ 旧 訓 令 に 定 め る 様 式 （ 様 式 第 一 号 を 除 く 。 ） に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整

を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 教 育 委 員 会 表 彰 規 則 の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 教 育 委 員 会 表 彰 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

岡 山 県 教 育 委 員 会 表 彰 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

様 式 第 一 号 （ 第 四 条 関 係 ） 及 び 第 二 号 （ 第 四 条 関 係 ） 中 「印」 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 岡 山 県 教 育 委 員 会 表 彰 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当

分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 教 育 財 産 管 理 規 則 の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 教 育 財 産 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

岡 山 県 教 育 財 産 管 理 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

様 式 第 二 号 （ 第 八 条 関 係 ） 、 様 式 第 三 号 （ 第 十 条 関 係 ） 、 様 式 第 四 号 （ 第 十 一 条 関 係

） 、 様 式 第 五 号 （ 第 十 一 条 関 係 ） 、 様 式 第 六 号 （ 第 十 一 条 関 係 ） 、 様 式 第 七 号 （ 第 十 一

条 関 係 ） 、 様 式 第 八 号 （ 第 十 一 条 関 係 ） 及 び 様 式 第 十 二 号 （ 第 十 七 条 関 係 ） 中 「印」 を

削 る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 岡 山 県 教 育 財 産 管 理 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分

の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 教 職 員 健 康 診 断 審 査 規 則 の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 教 職 員 健 康 診 断 審 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

岡 山 県 教 職 員 健 康 診 断 審 査 規 則 （ 平 成 六 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

様 式 第 三 号 （ 第 八 条 関 係 ） 中 「氏 名 印」 を

「氏 名 」 に 、 「所属長職氏名 印」 を

「所属長職氏名 」 に 改 め 、 様 式 第 四 号 （ 第 十 条 関 係 ） 中

「休職者」 を 「休職者署名又は記名押印」 に 改 め 、（ ）

「氏名 ㊞」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 岡 山 県 教 職 員 健 康 診 断 審 査 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は

、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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目 次 ・ 岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 県 例

規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う

に 定 め る 。

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

岡 山 県 教 育 委 員 会 公 印 の 寸 法 及 び 管 理 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 岡 山 県 教 育 委 員 会

規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 公 印 の 印 影 を 縮 小 し な け れ ば 文 書 の 判 読 が 困 難 に な る な ど や む を 得 な い 場 合 で

か つ 、 縮 小 し た 印 影 と 、 当 該 公 印 の 印 影 と の 同 一 性 が 確 認 で き る 限 り に お い て 、

縮 小 し た 公 印 の 印 影 を 刷 り 込 む こ と が で き る も の と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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（ 目 次 ） 岡 山 県 教 育 委 員 会 職 員 安 全 衛 生 管 理 規 程 の 一 部 改 正 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号

庁 中 一 般

教 育 事 務 所

教 育 機 関

県 立 学 校

岡 山 県 教 育 委 員 会 職 員 安 全 衛 生 管 理 規 程 （ 平 成 六 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 四 年 三 月 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

第 十 条 を 削 り 、 第 十 一 条 を 第 十 条 と し 、 第 十 一 条 の 二 を 第 十 一 条 と す る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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